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令和３年第１回砂川市議会定例会

令和３年３月１１日（木曜日）第４号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２５号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２６号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２７号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第 ７号 令和３年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について
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議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２５号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２６号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２７号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第 ７号 令和３年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計予算

〇出席議員（１２名）

議 長 水 島 美喜子 君 副議長 増 山 裕 司 君

議 員 中 道 博 武 君 議 員 多比良 和 伸 君

佐々木 政 幸 君 高 田 浩 子 君

飯 澤 明 彦 君 増 井 浩 一 君

北 谷 文 夫 君 沢 田 広 志 君

辻 勲 君 小 黒 弘 君

〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文
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砂川市教育委員会教育長 髙 橋 豊

砂 川 市 監 査 委 員 栗 井 久 司

砂川市選挙管理委員会委員長 信 太 英 樹

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 関 尾 一 史

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 湯 浅 克 己

病 院 事 業 管 理 者 平 林 髙 之

総 務 部 長
熊 崎 一 弘

兼 会 計 管 理 者

市 民 部 長 峯 田 和 興

保 健 福 祉 部 長 中 村 一 久

経 済 部 長 福 士 勇 治

建 設 部 長 近 藤 恭 史

建 設 部 技 監 小 林 哲 也

病 院 事 務 局 長 朝 日 紀 博

病 院 事 務 局 次 長 山 田 基

病 院 事 務 局 審 議 監 渋 谷 和 彦

総 務 課 長 東 正 人

政 策 調 整 課 長 井 上 守

３．砂川市教育委員会教育長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 次 長 河 原 希 之

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 長 山 形 譲

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 熊 崎 一 弘

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 福 士 勇 治

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 和 泉 肇

事 務 局 次 長 川 端 幸 人

事 務 局 主 幹 山 崎 敏 彦

事 務 局 係 長 斉 藤 亜 希 子
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 水島美喜子君 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第２４号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第２５号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第２６号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第２７号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定に

ついて

議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第 ７号 令和３年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計予算
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〇議長 水島美喜子君 日程第１、議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定

について、議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案

第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２４号 砂

川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について、議案第２５号 砂川市東

地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について、議案第２６号 砂川市南地区コ

ミュニティセンターの指定管理者の指定について、議案第２７号 砂川市オートスポーツ

ランドの指定管理者の指定について、議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指

定について、議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて、議案第７号 令和３年度砂川市一般会計予算、議案第８号 令和３年度砂川市国民

健康保険特別会計予算、議案第９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計予算、議案第１

０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算、議案第１１号 令和３年度砂川市

下水道事業会計予算、議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計予算の１８件を一括

議題といたします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） 私から議案第１５号から１７号のご説明を申し上げ

たいと思います。

議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。

改正の理由は、市長の事務部局における後期高齢者医療特別会計への職員配置及び市立

病院における診療体制の充実強化に伴う職員増員による職員定数の見直しを図るため、本

条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員定数条例の一部を改正する条例

でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１５号附属説明資料の新旧対

照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、

改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第３条は、職員の定数についての定めであり、第１号の市長の事務部局の職員定数につ

いて「１７０人」を１人増員し、「１７１人」に改めるものであります。その内訳であり

ますが、エ、後期高齢者医療特別会計に属する職員１人を加えるものであります。

次に、第７号の砂川市立病院の職員定数について「７９０人」を３５人増員し、「８２

５人」に改めるものであります。

市長の事務部局につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合からの受託事業として
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地域の健康課題等を分析し、関係団体との情報共有及び医療専門職が通いの場での健康教

育、相談を行うなど、高齢者の保健事業、国民健康保険事業及び介護保険制度の地域支援

事業を一体的に実施するため、職員定数を１人増員するものであります。

また、市立病院については、地域完結型医療の中心的役割を果たすため、高度急性期か

ら回復期、在宅医療まで多様化する医療提供により職員が疲弊することなく働き続けられ

るよう、働き方改革を踏まえた職場環境づくりや今後新型コロナウイルス感染症の動向に

よっては医療従事者の確保が必要となることから、市立病院の職員定数を３５人増員する

ものであります。

附則といたしまして、この条例は、令和３年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、指導主事の職務に関し相当する級の分類を改めるとともに、条文を整理

するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市指導主事の給与に関する条例の一部

を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１６号附属説

明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後

となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第４条は、職務についての定めであり、「職務は」の次に「、市の職員として任用され

る前の職務を勘案し」を加え、「（第３条の２関係）」を削り、「又は６級」を「から７

級までのいずれか」に改めるものであります。

附則といたしまして、この条例は、令和３年４月１日から施行するものであります。

次に、議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明

申し上げます。

改正の理由は、手数料の納付方法の拡大を図るため、砂川市手数料条例等の一部を改正

しようとするものであります。

ご説明の前に若干補足させていただきますと、現在現金での取扱いとなっております住

民票などの証明書を発行する市民生活課や総合体育館、海洋センターの窓口収納業務に電

子マネーやＱＲコードなどでも支払いができるキャッシュレス決済を導入するため、改正

しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市手数料条例等の一部を改正する条例

でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１７号附属説明資料の新旧対

照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、

改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第１条は砂川市手数料条例の一部改正であります。
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第３条は、手数料の徴収の定めであり、第１項本文中「現金でこれを」を削るものであ

ります。

次に、第２条は砂川市固定資産評価審査委員会条例の一部改正であります。

第１０条は、手数料の額等の定めであり、第２項中「現金でこれを」を削るものであり

ます。

附則として、この条例は、令和３年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 （登壇） それでは、私から議案第１８号、第１９号、第

２１号及び第２８号についてご説明申し上げます。

初めに、議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。

改正の理由でありますが、北光学童保育所に係る委託を廃止するとともに、条文を整理

するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次のページを御覧願います。砂川市学童保育条例の一部を改正する条例でありますが、

改正の内容につきましては３ページ、議案第１８号附属説明資料の新旧対照表によりご説

明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後であり、改正部分にはアンダーライ

ンを付しております。

第６条は、保育料の定めであり、第１項及び第２項中「砂川学童保育所、豊沼学童保育

所及び中央学童保育所の」を削り、同条第３項中「砂川学童保育所、豊沼学童保育所及び

中央学童保育所の」を削り、「日額」の前に読点を付すものであります。

第７条は、委託の定めであり、委託による運営が空知太学童保育所のみとなることから、

条文を整理し、次のように改めるものであります。第１項、市長は、空知太学童保育所の

運営を、市長が適当と認めた団体に委託する。この場合において、前条の規定は、適用し

ない。

第２項、前項の委託には、設備及び物品の管理並びに災害防止に関することを含むもの

とするとするものであります。

第８条は、委任の定めであり、「市長が別に」を「規則で」に改めるものであります。

附則として、この条例は、令和３年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例の制

定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、障害児通所支援事業として保育所等訪問支援を行うとともに、

条文を整理するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次のページを御覧願います。砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例であ
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りますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１９号附属説明資料の新旧対照表

によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後であり、改正部分にはア

ンダーラインを付しております。

第４条は、事業の内容の定めであり、同条中「次」を「次に掲げる日常生活及び集団生

活への適応訓練等」に改め、同条第１号中「及び同条第４項に規定する放課後等デイサー

ビスを事業として行う障害児に対する日常生活及び集団生活への適応訓練等」を「、同条

第４項に規定する放課後等デイサービス及び同条第６項に規定する保育所等訪問支援」に

改めるものであります。

第８条は、利用者負担の定めであり、同条中「及び放課後等デイサービス」を「、放課

後等デイサービス及び保育所等訪問支援」に改めるものであります。

附則として、この条例は、令和３年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、介護保険法第１２９条第３項の規定に基づき、令和３年度か

ら令和５年度までの介護保険事業運営期間に係る新たな保険料額を定めるため、本条例の

一部を改正しようとするものであります。

次のページをお開き願います。砂川市介護保険条例の一部を改正する条例でありますが、

初めに改正の概要についてご説明申し上げます。介護保険制度は平成１２年４月にスター

トし、６５歳以上の第１号被保険者の保険料は３年ごとに見直すこととされており、現行

は第７期介護保険事業計画に基づき、平成３０年度から令和２年度までの３年間の保険料

を年額で定めております。現行の保険料は第１段階から第９段階まで９段階に区分されて

おり、改正後につきましても引き続き国の標準段階に合わせて９段階とするものでありま

す。なお、令和３年度から令和５年度までの第５段階の保険料基準額は、現行の年額５万

５，２００円を４，８００円上乗せし、６万円とし、月額では４，６００円に４００円上

乗せし、５，０００円とさせていただきたいと存じます。

改正の内容につきましては、５ページ、議案第２１号附属説明資料、新旧対照表により

ご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後であり、改正部分にはアンダー

ラインを付しております。

第４条全文を改正することから、右の欄の改正後でご説明申し上げます。第４条は、保

険料率の定めであり、第１項として、令和３年度から令和５年度までの各年度における保

険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とするも

のであります。

第１号の区分は、第１段階であり、改正後は３万円とするもので、対象者は生活保護受

給者の方、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者の方及び市民税非課税世帯で合計所得
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金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方であり、保険料率は０．５であります。

ただし、この第１段階、第２号の区分の第２段階及び第３号の区分の第３段階は、消費税

を活用した国の低所得者層に対する軽減強化が適用されますが、こちらにつきましては後

ほどご説明申し上げます。

第２号の区分は、第２段階であり、改正後は４万５，０００円とするもので、対象者は

市民税非課税世帯で合計所得金額、課税年金収入額の合計額が１２０万円以下の方で、保

険料率は０．７５であります。

第３号の区分は、第３段階であり、改正後は４万５，０００円とするもので、対象者は

市民税非課税世帯の第２段階に該当しない方で、保険料率は０．７５であります。

ここで国の低所得者層に対する軽減強化に係る適用についてご説明申し上げますので、

６ページをお開き願います。改正後の中段、第２項は、第１段階の軽減強化の定めであり、

前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず１万８，０００円と

するもので、先ほど第１段階の保険料額を３万円と申しましたが、これを１万８，０００

円とするものであります。なお、保険料率は０．３となります。

第３項は、第２段階の軽減強化の定めであり、前項の規定は、第１項第２号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率について準用する。この場合において、前項中「１万８，０００円」と

あるのは、「３万円」と読み替えるものとするもので、先ほど第２段階の保険料額を４万

５，０００円と申しましたが、これを３万円とするものであります。なお、保険料率は０．

５となります。

第４項は、第３段階の軽減強化の定めであり、第２項の規定は、第１項第３号に掲げる

第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率について準用する。この場合において、第２項中「１万８，０００

円」とあるのは、「４万２，０００円」と読み替えるものとするもので、先ほど第３段階

の保険料額を４万５，０００円と申しましたが、これを４万２，０００円とするものであ

ります。なお、保険料率は０．７となります。

５ページにお戻り願います。第４号の区分は、第４段階であり、改正後は５万４，００

０円とするもので、対象者は本人が市民税非課税で世帯の中に課税者がいる方で合計所得

金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方で、保険料率は０．９であります。

第５号の区分は、第５段階であり、改正後は６万円とするもので、対象者は本人が市民

税非課税で世帯の中に課税者がいる方で第４段階に該当しない方で、保険料率は１．０で

あり、基準となる部分であります。

第６号の区分は、第６段階であり、改正後は７万２，０００円とするもので、対象者は

本人が市民税課税で合計所得金額が１２０万円未満の方で、保険料率は１．２であります。
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第７号の区分は、第７段階であり、改正後は７万８，０００円とするもので、対象者は

本人が市民税課税で合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方で、保険料率は１．

３であります。

６ページをお開き願います。第８号の区分は、第８段階であり、改正後は９万円とする

もので、対象者は本人が市民税課税で合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方

で、保険料率は１．５であります。

第９号の区分は、第９段階であり、改正後は１０万２，０００円とするもので、対象者

は本人が市民税課税で合計所得金額が３２０万円以上の方であり、保険料率は１．７であ

ります。

また、保険料率を定める根拠法令は介護保険法施行令第３８条または第３９条であり、

第３８条は国の標準料率を用いて設定する場合、第３９条は国の標準料率を基に自治体独

自の料率を設定する場合であり、本市の第５期から第７期までの計画期間中は第３９条を

根拠とし、低所得者に配慮した独自の保険料率を設定しておりましたが、今般国の標準料

率を用いても消費税の引上げを財源とする公費投入により低所得者に配慮された保険料率

となることから、根拠法令についても改めようとするものであります。

第６条は、賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の定め

であり、この改正につきましても保険料の算定基準を令第３９条から令第３８条に改める

ものであり、第３項中、現行「令第３９条第１項第１号イ」を改正後は「令第３８条第１

項第１号イ」に、現行「ロ及びニ」を改正後は「ロ若しくはニ」に、現行「第７号ロ、第

８号ロまたは第９号ロ」を改正後は「第７号ロまたは第８号ロ」に、現行「令第３９条第

１項第１号から第９号まで」を改正後は「令第３８条第１項第１号から第８号まで」に改

めるものであります。

７ページをお開き願います。附則として、第１項は、施行期日の定めであり、この条例

は、令和３年４月１日から施行するものであります。

第２項は、経過措置の定めであり、改正後の第４条の規定は、令和３年度以降の年度分

の保険料について適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例によると

するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定についてご説明申し

上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市老人憩の家条例第６条の規定に基づき、指

定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであります。

施設は、市内５か所の老人憩の家であり、１、管理を行わせる施設の名称及び所在地と

２、指定管理者の名称について併せてご説明申し上げます。１か所目は、砂川市空知太老

人憩の家であり、所在地は砂川市空知太東２条４丁目１番３６号、指定管理者は砂川市空
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知太老人憩の家運営委員会であります。２か所目は、砂川市石山老人憩の家であり、所在

地は砂川市空知太東３条２丁目１０番５号、指定管理者は砂川市石山団地町内会でありま

す。３か所目は、砂川市北光老人憩の家であり、所在地は砂川市西３条北１６丁目１番１

０号、指定管理者は砂川市北光団地町内会であります。４か所目は、砂川市南吉野老人憩

の家であり、所在地は砂川市吉野２条南６丁目３番９号、指定管理者は砂川市南吉野町内

会長連絡協議会であります。５か所目は、砂川市宮川老人憩の家であり、所在地は砂川市

西３条南１０丁目２番５号、指定管理者は砂川市宮川老人憩の家運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、各老人憩の家につきましては、町内会等が指定管理者として

管理運営体制が維持されており、高齢者及び地域住民の福祉の向上が図られることから、

その実績により、継続して当該町内会等を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 市民部長。

〇市民部長 峯田和興君 （登壇） 私から議案第２４号から第２６号までについてご説

明申し上げます。

初めに、議案第２４号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

てご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市北地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市北地区コミュニティセンターで、

所在地は砂川市空知太西４条４丁目１０７番地２であります。

２、指定管理者の名称は、そらっぷセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市北地区コミュニティセンターについては、そらっぷセ

ンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、地域住民の自主活

動の活発化に寄与することから、その実績により、継続して当該委員会を指定しようとす

るものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２５号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市東地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市東地区コミュニティセンターで、
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所在地は砂川市焼山１７３番地４であります。

２、指定管理者の名称は、砂川市東地区コミュニティセンター管理運営協議会でありま

す。

３、管理を行わせる期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市東地区コミュニティセンターについては、砂川市東地

区コミュニティセンター管理運営協議会が指定管理者として管理運営体制が維持されてお

り、地域住民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により、継続して当該協

議会を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２６号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市南地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市南地区コミュニティセンターで、

所在地は砂川市東５条南１１丁目３番５号であります。

２、指定管理者の名称は、南地区コミュニティセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市南地区コミュニティセンターについては、南地区コミ

ュニティセンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、地域住

民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により、継続して当該委員会を指定

しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 （登壇） 私から議案第２７号及び議案第２９号についてご説

明を申し上げます。

初めに、議案第２７号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定についてご説

明を申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市オートスポーツランド条例第７条の規定に

基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、オートスポーツランドスナガワであり、

所在地は砂川市オアシスであります。

２、指定管理者の名称は、株式会社邦明商事であります。

３、管理を行わせる期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、オートスポーツランドスナガワにつきましては、株式会社邦
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明商事が指定管理者として管理運営体制が維持されており、その実績により、継続して当

該法人を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明を申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市北吉野コミュニティセンター条例第６条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市北吉野コミュニティセンターであ

り、所在地は砂川市北吉野町２９９番地２であります。

２、指定管理者の名称は、砂川市北吉野コミュニティセンター管理運営委員会でありま

す。

３、管理を行わせる期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市北吉野コミュニティセンターにつきましては、砂川市

北吉野コミュニティセンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されてお

り、地域住民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により、継続して当該委

員会を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） 議案第７号 令和３年度砂川市一般会計予算につい

てご説明申し上げます。

最初に、予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。第１条は、歳入歳出予算

であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３１億１，０００万円と定める

ものであります。この予算は、令和２年度予算と比較いたしますと２７億１，０００万円

の減となり、対前年比で１７．１％の減となったところでございます。

第２条は、債務負担行為であります。９ページ、第２表、債務負担行為に記載のとおり、

土地開発公社用地買収（３年度分）について期間を令和３年度から令和９年度まで、限度

額を３億６，４７０万９，０００円と定めるものであります。

第３条は、地方債であります。１０ページ、第３表、地方債に記載のとおり、公共事業

等債以下９件について限度額の合計を１２億３，１６０万円と定めるものであります。

第４条は、一時借入金であります。一時借入金の借入れの最高額を３０億円と定めるも

のであります。

第５条は、歳出予算の流用であります。同一款内で各項の間の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合と定めるものであります。
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それでは、内容の説明を申し上げますが、市政執行方針の３０ページに令和３年度予算

大綱説明資料を添付しておりますので、これに沿ってご説明してまいります。歳出から説

明いたしますので、３４ページをお開きいただきたいと存じます。予算書におきまして事

業ごとに説明をしておりますので、説明資料につきましても同様な表示としているところ

でございます。説明資料につきましては予算書のページを記載しておりますが、ページに

つきましては省略して説明をさせていただきます。また、各項目の頭に付してある一つ丸

は継続事業であり、二重丸及びアンダーラインを付してあるのは新規事業あるいは臨時事

業であります。なお、括弧内の数字は前年度予算額であります。それでは、二重丸及びア

ンダーラインの事業を中心に説明をしてまいります。

１款議会費は９，３８１万９，０００円で、前年度と比較して７５９万１，０００円の

減となります。

１目議会費、一つ丸、議会の運営に要する経費でインターネット中継機器等整備委託料

７８万６，０００円は、新庁舎においてインターネット中継を行うため、中継機器等導入

業務を委託するものであります。

２款総務費は１１億７，５９４万２，０００円で、前年度と比較して２８億８，３２１

万７，０００円の減となります。

１目一般管理費の一つ丸、職員研修に要する経費で講師謝礼６６万円は、職員研修を外

部講師により実施するための講師謝礼であります。同じく二重丸、市史編さんに要する経

費７２７万８，０００円は、平成元年度以降の出来事を取りまとめ、平成の市史を編さん

するために編さん事業を委託する債務負担行為５年目の委託料及び市史編さん委員会委員

の委員報酬などであります。

２目文書広報費の一つ丸、広報業務に要する経費でＳＮＳ情報発信使用料９２万４，０

００円は、ＳＮＳを活用した発信力強化のため、公式ラインアカウントを取得し、セグメ

ント発信を実施しているところであり、その１年間の使用料であります。

５目財産管理費の一つ丸、庁舎の維持管理に要する経費で地中熱ヒートポンプデータ収

集委託料５０万６，０００円は、新庁舎に設置されたヒートポンプのデータを収集し、解

析して環境省に報告する年間運転省エネ効果を測定するものであり、保守点検等委託料２

９０万９，０００円は新庁舎における各種保守点検の委託料であります。同じく一つ丸、

車両センターの管理に要する経費でトイレ改修工事費４７７万１，０００円は、水洗化に

伴う工事費であります。同じく一つ丸、公用車の管理に要する経費で車両購入費８０７万

３，０００円は、老朽化しているライトバンの更新と新庁舎敷地駐車場等の除排雪用ホイ

ールローダーの購入費であります。

８目交通安全推進費の一つ丸、バス待合所の管理に要する経費で旧焼山線バス待合所撤

去工事費６０７万２，０００円は、旧焼山線のバス利用者のため設置していたバス待合所

６か所を撤去するものであります。
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１０目市民生活推進費の一つ丸、公害対策に要する経費で備品購入費１８万２，０００

円は、自動車騒音常時監視委託業務の際に利用している地図データを最新情報に更新する

ものであります。同じく一つ丸、北地区コミュニティセンターの管理に要する経費で修繕

料１７万６，０００円、同じく一つ丸、南地区コミュニティセンターの管理に要する経費

で修繕料２５万円、同じく一つ丸、東地区コミュニティセンターの管理に要する経費で修

繕料３２万３，０００円は、それぞれトイレに温水洗浄便座を設置するものであります。

１２目電算管理費の一つ丸、電算管理に要する経費で備品購入費１，１３６万６，００

０円は、納税通知書など各帳票を印刷するモノクロ連続紙レーザープリンター、帳票を裁

断するリタッチャー及びはがきを圧着するシーラーが購入後１０年を経過し、保守が難し

くなってきたため、機器一式を更新するものであります。

１３目まちづくり推進費の二重丸、駅前地区整備に要する経費２，４１５万１，０００

円は、にぎわいと魅力を生むまちの居場所をコンセプトに施設内容について基本計画を策

定したことから、施設整備に向けた基本設計、測量調査及び地質調査委託を実施するもの

であります。

１５目庁舎建設事業費の二重丸、庁舎建設事業費５億５，４４１万円は、新庁舎の本体

工事が令和３年３月末に終了し、５月移転に向け、引き続き機能移転等支援業務委託、電

気設備関連工事として電話設備、同防災設備等の移設工事及び木製建具工事、ネットワー

ク配線工事などを実施するほか、引っ越し業務委託費であります。また、移転に伴う什器

備品購入のほか、移転後に旧庁舎の不用物を廃棄する旧庁舎内廃棄物処理委託及び旧庁舎

解体工事を行うものであります。

１目徴税費の一つ丸、市税の賦課事務に要する経費でナンバープレート作製委託料４万

４，０００円は、残数が少なくなった原動機付自転車第２種、甲と小型特殊自動車の農耕

用のナンバープレートを作成するものであります。

１目戸籍住民基本台帳費の一つ丸、戸籍住民台帳に要する経費でキャッシュレス決済手

数料２万６，０００円は、住民票などの証明書発行手数料のキャッシュレス決済の取扱い

手数料であり、戸籍システム副本送信業務委託料２６万４，０００円は、戸籍法の改正に

より令和５年度以降マイナンバー制度に基づく情報連携を開始する予定であり、戸籍副本

データを全件送信する作業が必要なため、作業委託するものであります。同じく一つ丸、

個人番号カードに要する経費で備品購入費８３万６，０００円は、マイナンバーカードの

裏面に変更事項を印字するための裏書印字システムが保守対応年数の５年を経過すること

から、機器の更新を行うものであります。

２目衆議院院議員選挙費の二重丸、衆議院議員選挙の執行に要する経費１，４９３万４，

０００円は、今年度に実施される衆議院議員選挙を執行する経費であります。

３款民生費２１億１，９４１万９，０００円で、前年度と比較して１億７４７万７，０

００円の増となります。
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１目社会福祉総務費の一つ丸、福祉センター運営費補助金で社会福祉協議会創立７０周

年記念事業補助金５０万円は、福祉活動の拠点であり、本市の福祉施策の推進に重要な役

割を担っている砂川市社会福祉協議会が創立７０周年を迎え、記念事業を実施するため、

事業費の一部を支援するものであります。

２目障害者福祉総務費の一つ丸、障害者地域生活支援に要する経費で地域生活支援拠点

事業運営委託料１５０万円は、障害者の重度化、高齢化や親亡き後に備え、障害者が地域

で安心して生活できる体制を構築することを目的に、居住支援のための機能を備えた地域

生活支援拠点を近隣市町との連携により整備をするものであります。

７目国民年金費の一つ丸、国民年金事務に要する経費でシステム改修委託料２７万８，

０００円は、年金生活者支援給付金事務に係る報告金額の算出方法の変更により、国民年

金システムの改修を行うものであります。

次に、３５ページ、１目児童福祉総務費の一つ丸、母子父子福祉に要する経費でシステ

ム改修委託料１５１万８，０００円は、児童扶養手当法の一部改正により児童扶養手当の

支給要件が改正されたことに伴い、児童扶養手当システムの改修を行うものであります。

二重丸、結婚新生活支援事業に要する経費１５０万円は、結婚に伴う新生活の初期費用で

ある住宅賃借料や引っ越し費用等を補助することで経済的負担を軽減し、将来を担う世代

の結婚を支援するものであります。

３目子ども発達支援費で一つ丸、子ども通園センターの運営管理に要する経費で屋根、

外壁等改修工事費２，８２３万７，０００円は、老朽化により屋根・外壁や内装等に傷み

が生じているため、大規模改修するものであり、備品購入費３４万９，０００円は集団療

育室で使用するジョイントマットと粉末消火器を購入するものであります。同じく二重丸、

保育所等訪問支援事業に要する経費４２万６，０００円は、子ども通園センターの指導員

が保育所や幼稚園等を訪問して、心身の発達や成長に心配がある児童が集団生活への適応

力を高められるよう支援する経費であります。

４目子育て支援費の一つ丸、学童保育事業に要する経費で補助指導員報酬１，６３６万

８，０００円、指導員報酬８７９万８，０００円は、公設民営で運営してきた北光学童保

育所が業務の受託が困難であるとの申出から、市が運営主体で事業を行うため、公営学童

保育４か所に係る指導員の報酬であり、備品購入費３２万９，０００円は北光学童保育所

に必要な備品の購入経費であります。同じく一つ丸、幼児教育無償化に要する経費でシス

テム改修委託料３０万１，０００円は、マイナンバー制度に関わる情報連携についてデー

タの標準様式が改正されることに伴い、システム改修を行うものであります。同じく二重

丸、子育て世代包括支援センター事業に要する経費８０万５，０００円は、妊娠期から子

育て期にわたる切れ目ない支援を行う子育て世代包括支援センターを子育て相談窓口とし

て開設し、事業を実施するための経費であります。

５目保育所費の一つ丸、保育所の運営管理に要する経費で備品購入費１３８万７，００
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０円は、さくら保育園の業務用冷凍冷蔵庫、各保育所へのジョイントマット、旧規格のワ

イヤレスマイクの更新及びその他備品の購入費であります。

４款衛生費は６億１，５５６万５，０００円で、前年度と比較して１，１５２万４，０

００円の増となります。

１目保健衛生費の一つ丸、保健衛生対策に要する経費で健康管理システム改修等委託料

７７万３，０００円は、地域保健健康増進法に関する報告事項の改正等に伴うシステム改

修費及びロタウイルスワクチンが定期接種化されたことに伴うシステム改修を行うもので

あります。

２目予防費の一つ丸、生活習慣病予防に要する経費で若年者生活習慣病予防健診委託料

１０万３，０００円は、早期からの生活習慣病予防への関心を高め、生活習慣病の発症予

防、重症化予防につなげるため、中等度、高度肥満の割合が全国、全道と比較して高い小

学５年生及び職場等で受診機会のない２０歳から３９歳までの被扶養者を対象に健康診査

を実施するものであります。

３目母子保健費の二重丸、新生児聴覚検査に要する経費８０万１，０００円は、聴覚障

害の早期発見、早期療養を図るため、新生児聴覚検査の初回検査費用の一部を公費負担す

るものであります。

１目ごみ処理費の一つ丸、ごみ収集処理に要する経費で修繕料１，７５１万円は、焼山

ごみ処理場の浸出水処理施設等の老朽化が進んでいることから、浸出水放流管、放流口保

全、浸出水処理施設薬品注入設備機器修繕、調整池周辺の整備、原水配管及び弁類取替え

修繕、浸出水処理施設計器類機器取替えなどを行うものであります。

５款労働費は１，１９５万３，０００円で、前年度と比較して９２万４，０００円の増

となります。

１目労働諸費の二重丸、若年者就労支援事業に要する経費７２万８，０００円は、市内

企業の魅力発信を行うとともに、砂川市雇用創出協議会が主体となり、若者のキャリアデ

ザインを推進することで雇用創出を図り、地元での就職につながる環境づくりを推進する

ため、新入社員向け研修会やジョブスタ事業の講師謝礼や子育て世代向け企業情報チラシ

の作成などの経費であります。

６款農林費は１億５，３７８万４，０００円で、前年度と比較して２，０２２万１，０

００円の減となります。

２目農業振興費の一つ丸、農業振興事業に要する経費で農業経営体支援補助金５００万

円は、国の補助事業を受けることが困難な農業者が経営規模の拡大などに必要な機械を導

入する場合に購入経費の一部を補助するものであります。同じく一つ丸、鳥獣被害対策に

要する経費で備品購入費２５０万１，０００円は、ヒグマを民家に近づけないよう、ヒグ

マ用忌避装置の設置台数を増やすものであり、また捕獲したアライグマを処分するまで一

時的に保存する冷凍庫を購入するものであります。同じく一つ丸、北吉野コミュニティセ
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ンターの管理に要する経費で修繕料４３万２，０００円は、農産加工室内の機器類が経年

劣化により修繕が必要となったものであります。同じく二重丸、地域おこし協力隊に要す

る経費１，１４９万円は、市内で新規就農を目指す地域外の貴重な人材を地域おこし協力

隊として受け入れ、農業の担い手不足を解消するため、３年間の地域協力活動、農業研修

により就農、定住、定着を図るものであり、３名分の報酬、費用弁償、建物借り上げ料等

の経費であります。

３目農業基盤整備事業費の一つ丸、農業農村整備に要する経費で道営北光袋地地区水利

施設等調査設計委託料１８万７，０００円は、砂川市の基幹作物であるタマネギの主産地

である北光袋地地区にかん水体制を道営事業として整備するための事業実施に向けた調査

設計委託料であり、道営北光袋地地区水利施設等保全高度化事業負担金４６２万５，００

０円は、北海道に対する負担金であります。同じく二重丸、農業用排水路整備事業費３，

３０３万８，０００円は、東豊沼地区の農業用排水路のルート変更とともに、排水断面の

改修により災害に強い農業を実現するほか、住宅地への浸水被害を低減させるための事業

であります。

１目林業振興費の一つ丸、林業振興対策に要する経費で市有林整備委託料５１万９，０

００円は、市有林を整備するため、令和元年に植林した箇所について下刈り等を実施する

ものであります。同じく二重丸、豊かな森づくり推進事業費２９９万５，０００円は、公

共造林事業による植林だけでは所有者の負担が大きいことから、森林所有者の負担軽減及

び造林事業の促進を図るために補助するものであります。同じく二重丸、森林経営管理に

要する経費７５７万８，０００円は、森林経営管理法に基づき森林の適切な経営や管理の

確保を図るため、市が仲介役となり、森林所有者と意欲と能力のある森林経営者となるシ

ステムを構築するため、所有者の意向を確認するとともに、経営管理が円滑に行われるよ

う、路網の整備を図るための経費及び森林環境譲与税を基金に積み立てるものであります。

次に、３６ページ、７款商工費で１億８，３８４万８，０００円で、前年度と比較して

２，５００万７，０００円の増となります。

１目商工振興費の一つ丸、商工業振興対策に要する経費でプレミアム商品券発行事業補

助金４００万円は、市内における消費の喚起と地域経済の活性化を図るため、１セット５，

０００円につき１，０００円のプレミアムとし、４，０００セット発行する商工会議所が

実施するプレミアム商品券発行事業に対して補助するものであり、商店会連合会商品券発

行事業補助金２５０万円は、砂川商店会連合会の事業である夏のトリプルチャンス抽せん

会、ウインターチャンスセールにおいて発行される商品券の経費を補助するものであり、

商業街路灯無電柱化工事費補助金１，２３６万４，０００円は、国道１２号の共同溝工事

に伴い、工事対象区間にある各商店会が管理する商業街路灯への電線を地中から引く工事

を実施する各商店会に対し、工事費用を全額補助するものであり、中小企業事業円滑化補

助金６５０万円は国が実施する新型コロナウイルスの感染拡大による影響のあった中小企
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業者等の令和３年度の固定資産税及び都市計画税の事業収入の減少幅に応じた軽減措置の

適用外となる中小企業者について独自に固定資産税及び都市計画税相当額の一部もしくは

全部を支援し、企業活動の円滑化を図るものであります。同じく一つ丸、商工業金融対策

に要する経費で保証融資利子補給交付金（緊急対策分）３０９万４，０００円は、コロナ

禍において経営等が困難となるなど影響を受けている市内事業者に対して経営支援を実施

するもので、緊急対策として運転資金の保証融資に係る利子及び保証料について全額を交

付するための経費であり、融資を受けやすいよう、返済の据置期間を設けるとともに、融

資額別保証期限の設定を１区分とするものであります。また、制度融資預託金（緊急対策

分）１，０００万円は、この緊急対策分の制度融資に必要な銀行への預託金であります。

同じく二重丸、地域ブランド構築に要する経費７００万９，０００円は、市内の農業、商

業、工業関係者がより一層一体感のあるチームとして地域資源のブランド化を図り、地域

内消費の最大化、市内商工業の振興を目指すチームの中心となる人材を育成する事業であ

り、旅費、業務委託料などであります。

２目企業誘致費の二重丸、東京砂川会に要する経費６２万円は、昨年度開催予定だった

総会がコロナ禍の影響で延期となったため、本年度開催する東京砂川会総会の開催経費で

あります。

３目観光費の一つ丸、イベントに要する経費で納涼花火大会補助金２００万円は、打ち

上げ開始から５０回目の節目となり、また商工会議所が創立７０周年を迎えたことにより、

昨年度予定していた記念事業がコロナ禍の影響で中止となったため、本年度に記念事業と

して規模を拡大して実施することから、増額し、補助するものであります。同じく二重丸、

スイートロード事業補助金の８１万２，０００円は、砂川のお菓子の魅力でまちのイメー

ジアップと市外消費者の誘客を図るすながわスイートロード協議会に活動を円滑に実施す

るため、経費の一部を補助するものであります。同じく二重丸、忠臣蔵サミットに要する

経費２００万５，０００円は、昨年度本市で開催予定であった参加都市持ち回りで実施さ

れている忠臣蔵サミット義士親善友好都市交流会議が昨年度の本市の開催予定であったが、

本年度に延期となったことから、実行委員会に対し、運営に要する費用をする交付するも

のであります。

４目活性化プラザ費の一つ丸、活性化プラザの管理に要する経費で屋内遊具広場安全管

理委託料１１３万１，０００円は、屋内遊具広場開設に当たり、安全に施設を使ってもら

えるよう、監視員を配置するものであります。

８款土木費は１３億６，５０４万１，０００円で、前年度と比較して２，５０４万４，

０００円の増となります。

２目道路橋梁維持費の二重丸、道路橋梁の修繕工事費１億１，８０８万１，０００円は、

１橋の橋梁修繕工事、道路１路線の舗装補修工事、２路線の排水修繕工事、５年に１度の

橋梁点検委託などであります。
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３目道路橋梁新設改良費の二重丸、道路橋梁新設改良事業費３億５，９１９万円は、記

載のとおり改良舗装工事７路線、歩道改修工事１路線、歩道ロードヒーティング工事２路

線、測量設計委託６件、街路灯設置等工事などであります。

１目河川費の二重丸、護岸改修事業費１，５９２万円は、南５号川護岸改修工事であり

ます。

１目都市計画総務費の一つ丸、都市計画事務に要する経費で大規模盛土造成地調査委託

料１，２７２万６，０００円は、国の調査の結果、市内に４か所の大規模盛土造成地があ

ることが判明したことから、各地点に対する地質調査及び変動予測分析等を実施し、盛土

の安全性を確認するものであり、都市計画マスタープラン等策定委託料７９０万９，００

０円は、都市計画マスタープラン及び緑の基本計画は総合計画に即しており、現行計画の

期間は令和２年度に終了を迎え、両計画の内容を見直すため、策定業務を委託するもので

あります。同じく二重丸、ＪＲ砂川駅設備改善事業に要する経費５６７万９，０００円は、

高齢者や障害者をはじめとする市民が安全かつ快適に利用できるようにＪＲ砂川駅の設備

改善に向けた協議を進めるため、ＪＲ砂川駅東口整備調査委託をするとともに、ＪＲ砂川

駅ホーム待合室の維持管理を行う経費であります。

２目公園管理費の一つ丸、公園の維持管理に要する経費で公園施設長寿命化遊具修繕工

事費１２１万円は、長寿化計画に基づき市内公園の遊具の修繕工事を行うものであり、備

品購入費４９万１，０００円はパークゴルフ場の仮設トイレを洋式に入れ替えるものであ

ります。同じく一つ丸、オアシスパークの管理に要する経費でふれあい広場駐車場整備工

事費４，５００万円は、砂川地区かわまちづくり計画に基づき、オアシスパークを官民協

働により観光資源として利活用の推進を図っているところであり、北海道開発局が遊水地

管理棟駐車場の拡張整備を実施することから、近接するオアシスパークふれあい広場に公

園利用者のための駐車場を整備するものであります。

１目市営住宅管理費の一つ丸、市営住宅の管理に要する経費で公営住宅等長寿命化計画

策定委託料４９８万３，０００円は、砂川市公営住宅等長寿命化計画が令和３年度で計画

期間が終了することから、令和４年度から１０か年の次期計画を策定するものであり、工

事請負費１億３，６７３万８，０００円は長寿命化等を図る北光団地屋根・外壁改善工事、

住み替えに伴い用途廃止した住棟を解体する宮川団地解体工事、東町団地公園環境整備工

事、寺町団地公園環境整備工事、営繕大工用詰所設置工事、団地用給油システムの耐用年

限に伴う東町団地集中給油システム更新工事を行うものであります。同じく一つ丸、改良

住宅の管理に要する経費で工事請負費１，４３２万２，０００円は、老朽化に伴い、年次

計画で非常用照明を更新している宮川中央団地非常用照明ＬＥＤ化改修工事及び物置を改

修する宮川中央団地物置屋根改修工事を行うものであります。

次に、２目住宅管理費の二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する経費５，５００

万円は、定住促進とまちなか居住への誘導及び良質なストック形成、地元企業の利用促進
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を目的とした高齢者の住宅の安全耐震改修工事に係る高齢者等安心住まいる住宅改修補助

金、本年度から中古住宅購入後１年未満に実施する改修工事も該当させる主に改修工事に

対する永く住まいる住宅改修補助金、新築、中古購入に係るまちなか住まいる等住宅促進

補助金、空き家の予防を目的とする老朽住宅除却費補助金、自然エネルギーの活用の促進

を目的とする住宅用太陽光発電システム導入費補助金であります。同じく二重丸、住み替

え支援事業に要する経費１，７２３万６，０００円は、住み替えや移住、定住の促進を図

る登録物件促進補助金、移住促進補助金、子育て支援や若年夫婦の住み替えを支援する同

居近居促進補助金、子育て支援補助金及び本年度から実施する市内の医療機関や福祉施設

等に勤務する医療、介護従事者が自ら居住するために住宅を建設、購入したものに補助す

る医療介護従事者移住定住促進補助金であります。

９款消防費は４億１，１７９万３，０００円で、前年度と比較して４，０６８万９，０

００円の減となります。

１０款教育費は７億６，４７０万２，０００円で、前年度と比較して１億２，８２３万

２，０００円の減となります。

２目事務局費の一つ丸、砂川高校の支援に要する経費で被服購入補助金２７万２，００

０円は、砂川高校への進学希望者の増加を促すことを目的とした支援事業で、夏季の熱中

症をはじめとした健康被害の防止や授業に集中しやすい環境を整えるため、同校のＰＲも

兼ねた制服に代わる清涼なポロシャツの購入を補助するものであります。同じく二重丸、

市立小中学校の適正規模、適正配置の検討に要する経費１０８万７，０００円は、小中学

校の適正規模、適正配置の推進に伴う統合準備委員会委員報酬、小中一貫教育の導入校の

視察経費等であります。

１目小学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で校舎内床ワックス塗布委託料９

５万４，０００円は砂川小学校校舎及び中央小学校の体育館にワックス塗布を行うもの、

工事請負費８５０万８，０００円は老朽化が著しい中央小学校プールろ過機改修工事、フ

ロアレールの変形等が生じている空知太小学校児童玄関改修工事、老朽化によりノイズが

入る北光小学校電話システム改修工事を行うものであり、備品購入費３２１万５，０００

円は豊沼小学校、中央小学校のプール上屋シートの購入費などであり、楽器購入費１９１

万８，０００円は楽器購入に対する寄附金を活用し、砂川、豊沼、空知太小学校の楽器を

購入するものであります。同じく二重丸、ＧＩＧＡスクール整備に要する経費１１０万３，

０００円は、ＧＩＧＡスクール構想を推進させるための授業目的で著作物を利用するため

の経費である公衆送信補償金、家庭でのオンライン学習環境の整備のためのモバイルルー

ターの通信費、学校ＩＣＴ化を支援するため、タブレットの運用における管理方法や学習

支援ソフトの操作説明、メンテナンスなどを支援するため、委託によるサポーターの配置

を行うものであります。

２目小学校教育振興費の二重丸、市費教員任用に要する経費２９６万４，０００円は、
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北光小学校の複式学級に引き続き児童の学習をサポートする支援員を配置する経費であり

ます。同じく二重丸、学校運営協議会の運営に要する経費９７万７，０００円は、学校と

地域が協働して子供たちの成長を支える組織である学校運営協議会を市内全小学校に設置

することから、運営に必要な経費であります。

１目中学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で修繕料４５５万９，０００円は、

砂川中学校敷地内の南側樹木のうち、倒木等の危険性のある樹木を伐採、剪定する経費等

であります。校舎内床ワックス塗布委託料４０万２，０００円は、砂川中学校の廊下、階

段等にワックス塗布を行うものであり、砂川中学校屋体遠赤外線放射暖房機改修工事３，

３４１万８，０００円は暖房機本体を更新するものであり、楽器購入費２７３万円は楽器

購入に対する寄附金を活用し、砂川中学校、石山中学校に楽器を購入するものであります。

同じく二重丸、ＧＩＧＡスクール整備に要する経費６１万４，０００円は、ＧＩＧＡスク

ール構想を推進させるための小学校費と同様に公衆送信補償金、モバイルルーターの通信

費、委託によるサポーターの配置を行うものであります。

２目中学校教育振興費の二重丸、教師用教科書、指導書に要する経費２４９万１，００

０円は、令和３年度から教科書の改定に伴い、教職員の指導方法の平準化を図り、各生徒

が均一な学習を受けられるよう、教師用教科書及び教師用指導書の購入費であります。同

じく一つ丸、学力向上対策に要する経費で英語検定料補助金１０３万５，０００円は、外

国語によるコミュニケーション能力の向上などが課題となっていることから、英語教育の

向上を図るため、英語検定料を補助し、生徒の英語力及び学習意欲を向上させるものであ

ります。同じく二重丸、学校運営協議会の運営に要する経費４２万２，０００円は、小学

校と同様に市内全中学校に学校運営協議会を設置することから、運営に必要な経費であり

ます。

１目社会教育費の一つ丸、文化財保護に要する経費で修繕料１８８万１，０００円は、

砂川市の史実を伝えるため市内に設置している史跡記念碑、標柱を経年劣化が見られるこ

とから計画的に修繕を行うものであり、記念碑１か所、標柱４か所の修繕を行うものであ

ります。同じく一つ丸、青少年健全育成事業に要する経費で講師謝礼９万円は、プログラ

ミング体験教室及び木育推進事業における講師への謝礼であります。同じく一つ丸、地域

交流センターの運営管理に要する経費で修繕料２５９万９，０００円は、経年劣化による

施設の整備等の改修費用であり、備品購入費６３１万５，０００円は旧規格ワイヤレスマ

イクの更新及び事務室用パソコン、貸出し用パソコンの更新などを行うものであります。

同じく二重丸、学校運営協議会の活動に要する経費１４０万５，０００円は、小中学校に

おいて設置される学校運営協議会の活動に必要な経費であります。

２目公民館費の一つ丸、公民館の管理に要する経費で修繕料１１７万３，０００円は、

教育委員会事務局の新庁舎への移動に伴う公民館施設内の案内看板等の改修及び防犯カメ

ラ用ハードディスクの更新であります。
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３目図書館費の一つ丸、図書館の運営管理に要する経費で備品購入費３８万６，０００

円は、図書収納用の書架、読み聞かせ用備品を購入するものであります。図書購入費５７

７万円は、毎年度購入する図書に加え、寄附を活用し、乳幼児から青年までを対象とした

図書を購入するものであります。

１目市民スポーツ推進費の一つ丸、体育振興及び指導に要する経費で備品購入費２１万

４，０００円は、小学校プールで使用するＡＥＤのパッドとバッテリーの交換費用であり、

北海道社会人野球結成記念大会開催補助金３５万円は、日本野球連盟北海道地区より結成

記念大会開催の打診があり、少年野球教室や指導者講習会などの事業も行われることから、

事業費の一部を補助するものであります。同じく二重丸、地域おこし協力隊に要する経費

７７５万８，０００円は、トレーニング機器を利用した健康体力づくりを主眼とした事業

の実施や各種イベントなどを通し、地域の健康増進を推進することを目的として地域おこ

し協力隊２名を採用するものであります。

次に、３８ページ、２目体育施設費の一つ丸、総合体育館の管理に要する経費でキャッ

シュレス決済手数料２万円は、使用料のキャッシュレス決済の取扱い手数料であり、備品

購入費２，２４４万２，０００円は健康増進事業に不可欠なトレーニングルームを開設し、

トレーニング機器を購入し、設置するほか、管理用のその他備品の購入費であります。同

じく一つ丸、海洋センターの管理に要する経費で修繕料６２万５，０００円は、体育館オ

ープン暖房機溶接修理などを実施するものであり、キャッシュレス決済手数料４，０００

円は使用料のキャッシュレス決済の取扱い手数料であり、工事請負費４９８万３，０００

円は受電用高圧ケーブル改修工事、第２体育館照明ＬＥＤ化改修工事であり、備品購入費

１５万２，０００円はバドミントンの支柱を購入するものであります。同じく一つ丸、弓

道場の管理に要する経費で修繕料５０万円は、弓道場のトイレを修繕するものであります。

同じく一つ丸、市営野球場の管理に要する経費で備品購入費１３８万６，０００円は、硬

式球を使用して練習を行う際に必要なバッティングゲージ及び防球ネットを購入するもの

であります。同じく一つ丸、陸上競技場の管理に要する経費で修繕料３４万６，０００円

は、倉庫のオーバースライダーシャッターが経年劣化によりゆがみがあることから、修繕

するものであります。

１目給食センター費の一つ丸、学校給食の実施に要する経費で工事請負費１億３９１万

７，０００円は、調理室等の高温多湿を改善するため、エアコンを改修する空調設備改修

工事及び年数の経過により劣化している蒸気管改修工事であります。蒸気式攪拌装置付大

型釜購入費２，２５０万６，０００円は、経年劣化により攪拌機が故障している大型釜を

更新するものであります。

１１款公債費は１２億３，８９２万６，０００円で、前年度と比較して１億６６６万７，

０００円の増となります。

１２款諸支出金は３５億１，９０３万円で、前年度と比較して１億５，００１万４，０
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００円の増となります。増減につきましては、１目国保会計繰出金は１，６３７万３，０

００円の減であり、２目下水道会計繰出金は２５７万２，０００円の増、３目病院会計繰

出金は１億４，０２５万９，０００円の増、４目介護保険会計繰出金は１３８万８，００

０円の増、５目後期高齢者医療会計繰出金は３，３５７万９，０００円の増であります。

１３款職員費は１４億５，１１７万８，０００円で、前年度と比較して６，５７０万７，

０００円の減となります。

１目職員費で一つ丸、職員給与に要する経費で給料で８６６万６，０００円の増、職員

手当等で３６２万１，０００円の増、退職手当組合納付金の減などにより共済費で７，７

９７万８，０００円の減であります。

以上が歳出であります。

次に、歳入について申し上げますが、戻っていただきまして３０ページを御覧いただき

たいと存じます。主なもののみ説明してまいります。

１款市税は１９億１，４６８万４，０００円で、前年度と比較して１億１，０４２万円

の減となりますが、主な要因につきましては個人市民税で５１５万４，０００円の減、法

人市民税で５８９万２，０００円の減、固定資産税で評価替えによる下落及び中小事業者

等への固定資産税の軽減制度の導入等により７，８７２万７，０００円の減、市たばこ税

で売上げ本数の減により１，０８５万５，０００円の減、都市計画税で１，０３８万２，

０００円の減であります。

７款地方消費税交付金は４億４，１００万円で、前年度と比較して２，９００万円の減

となります。

次に、３１ページ、１０款地方特例交付金６，８８８万円で、前年度と比較して５，９

５１万３，０００円の増となりますが、主な要因につきましては地方税減収補填特別交付

金として固定資産税、都市計画税の軽減制度による減収を補填するものであります。

１１款地方交付税は４９億３，０００万円で、前年度と比較して２億７００万円の増と

なりますが、地方財政対策では前年度比８，５０３億円の増額が示されているところであ

り、新たに創設された地域デジタル社会推進費や会計年度任用職員制度の平年度化などに

より増が見込まれ、基準財政需要額は１億６，４３９万４，０００円の増額を見込み、基

準財政収入額は地方消費税交付金等の減額、市税の減が見込まれることから４，２６０万

６，０００円の減を見込み、普通交付税で差引き２億７００万円の増を見込んだところで

あります。

１３款分担金及び負担金は１億６，７４０万９，０００円で、前年度と比較して１，０

５９万２，０００円の増であり、児童福祉費負担金で子ども通園センター費負担金の増が

主なものでございます。

次に、３２ページ、１５款国庫支出金は１１億６，２４９万６，０００円で、前年度と

比較して１億８，５８５万５，０００円の減となります。主な要因につきましては、１目
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民生費国庫負担金で生活保護費３，０４７万５，０００円の増、１目土木費国庫補助金で

社会資本整備総合交付金事業費９，９５５万９，０００円の減、道路メンテナンス事業費

２，１０７万５，０００円の増、２目教育費国庫補助金で学校施設環境改善交付金事業費

１，０６６万円の皆増、４目総務費国庫補助金で社会資本整備総合交付金事業費１，１１

３万５，０００円の皆減、再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業費１億３，２

８５万６，０００円の皆減などがあります。

次に、３３ページ、１９款繰入金は１１億５，５８２万１，０００円で、前年度と比較

して１億８，７８２万２，０００円の増となりますが、主な要因につきましてはふるさと

納税などの寄附金を積み立てた基金から各事業に充当するまちづくり事業基金繰入金３，

８５３万４，０００円の増、社会福祉事業振興基金繰入金３，６３５万４，０００円の増、

庁舎建設工事に充当する庁舎整備基金繰入金１億９６２万７，０００円の増であります。

２２款市債は１２億３，１６０万円で、前年度と比較して２８億２，８９０万円の減と

なりますが、主な要因につきましては２目教育債で学校教育施設等整備事業債１，７１０

万円の皆増、３目過疎対策事業債で道路整備事業債８，７１０万円の増、給食センター整

備事業債４，５８０万円の増、農業用排水路整備事業債１，３５０万円の減、テニスコー

ト整備事業債１億８，９２０万円の皆減、消防施設整備事業債４，６７０万円の皆減、庁

舎建設事業債６，６４０万円の皆減４目臨時財政対策債で１億１，８１０万円の増、５目

緊急防災・減災事業債で３，７１０万円の減、６目公共施設等適正管理推進事業債で市町

村役場機能緊急保全事業債２７億３，１２０万円の減、長寿命化事業債２，１００万円の

増、７目緊急自然災害防止対策事業債１，７００万円の減が主なものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の２６６ページ以降には給与費明細書、継続費に関す

る調書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高

覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 議案第８号の提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１１時０９分

再開 午前１１時１９分

〇議長 水島美喜子君 休憩中の会議を開きます。

議案第８号の提案説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 峯田和興君 （登壇） 私から議案第８号、第１０号についてご説明申し上

げます。

初めに、議案第８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し

上げます。

予算書の２８１ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予
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算の総額は歳入歳出それぞれ２０億９，７４１万円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借入れの最高額は３億円と定めるものであ

ります。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費を各項の間で流用することができると定めるも

のであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３０６ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比２，５７３万４，０００円の減は、北

海道クラウド導入に係る経費の減によるもので、一つ丸、一般管理事務に要する経費でア

ンダーラインを付しております全国町・字ファイル保守委託料１４万３，０００円及び地

方公共団体情報システム機構負担金６万３，０００円は、昨年に導入した国保標準システ

ムのクラウドに必要となる全国の地名の最新情報更新等に係る保守委託料及びその利用負

担金であります。

３１０ページをお開き願います。同じく３項１目特別対策事業費で対前年比２３万８，

０００円の増は、一つ丸、医療費適正化対策に要する経費のアンダーラインを付しており

ます保健事業分析ツール使用料９万３，０００円で、データヘルス計画などの各種計画の

保健事業のデータを分析し、評価するためのツールの使用料によるものであります。

３１２ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目療養給付費で対前年比３，

６００万円の減は、令和２年度の決算見込み及び被保険者の減少等に基づき推計したこと

によるものであります。

３１４ページをお開き願います。同じく６項１目傷病手当金で対前年比３９万円の皆増

は、昨年度補正予算で対応した新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の経費であり

ます。

３１６ページをお開き願います。３款国民健康保険事業費納付金で対前年比３，８２３

万２，０００円の増は、本年１月に北海道が行った令和３年度国保事業費納付金本算定に

より、全道の保険給付費に必要な費用を各市町村の被保険者数、所得及び医療費等の状況

に応じて案分した金額で、本年度より統一保険料に向けた取組として、多額な精神病棟に

係る療養給付費がある場合に市町村に交付されている特別調整交付金を北海道全体で活用

することから、砂川市分４，７６３万５，０００円を加えて納付することによる増であり

ます。

３２２ページをお開き願います。６款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で対

前年比１３７万５，０００円の増は、主に検査項目追加による健診委託料、事務補助員報

酬の増によるものであります。

３２６ページをお開き願います。７款基金積立金、１項１目基金積立金で対前年比２６

万８，０００円の増は、国保基金積立金の増によるものであります。
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以上が歳出でありますが、歳入につきましては２８５ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款国民健康保険税は２億１，８２６万９，０００円で、対前年比１，３５９

万７，０００円の減であり、主に被保険者数の減による所得割、均等割の減によるもので

あります。

２款道支出金は１７億２３０万１，０００円で、対前年比２７１万６，０００円の減で

あり、主に保険給付費減に伴う保険給付費等交付金普通交付金の減、精神病棟の療養給付

費多額による交付金の既得権分交付に係る保険給付費等交付金特別交付金のうち、都道府

県繰入金の増によるものであります。

３款財産収入は７２万円で、対前年比２６万８，０００円の増であり、基金運用による

利子の増によるものであります。

４款繰入金は１億７，４７８万９，０００円で、対前年比７７８万５，０００円の減で

あり、保険基盤安定分など一般会計繰入金の減及び財源調整による国保基金繰入金の増に

よるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の３３６ページから３４３ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算についてご

説明申し上げます。

予算書の４０９ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ６億７，３８２万２，０００円と定めるものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。４２８ページをお開き願い

ます。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で対

前年比３，７６２万８，０００円の増は、主に療養給付費分負担金の増によるものであり

ます。

４３０ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で対前

年比１，０７０万４，０００円の増は、二つ丸、保健・介護一体的実施推進事業費１，０

２９万円で、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、高

齢者の保健事業と国民健康保険の保健事業、介護保険の地域支援事業を一体的に行う保健

・介護一体的実施推進事業費の増によるものであり、昨年度より実施している事業の企画、

調整等に加え、地域での個別支援、通いの場等への関与を医療専門職を配置して行うもの

であります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては４１３ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款後期高齢者医療保険料は２億３，５０３万円で、対前年比５２９万１，０

００円の増であり、主に軽減額の減少によるものであります。

２款後期高齢者医療広域連合支出金は４７万７，０００円で、対前年比４７万７，００

０円の皆増であり、健康診査等受診率向上特別事業実施による保健事業費補助金の増によ
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るものであります。

３款繰入金は４億２，６２６万５，０００円で、対前年比３，３５７万９，０００円の

増であり、一般会計繰入金のうち、療養給付費分繰入金の増によるものであります。

５款諸収入は１，２０４万９，０００円で、対前年比９００万７，０００円の増は保健

・介護一体的実施推進事業実施に伴う受託事業収入の増によるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の４３８ページから４４３ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 （登壇） それでは、私から議案第９号 令和３年度砂川

市介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。

予算書の３４５ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ１９億６７７万２，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金で、一時借入金の借入れの最高額は１億円と定めるものでありま

す。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費を各項の間で流用することができると定めるも

のであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３７２ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比４６７万９，０００円の減は、前年度

に予算計上した第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に要する経費４９５

万９，０００円の減が主なものであります。

３７８ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で

対前年比６，５０９万２，０００円の増は、特定施設入居者生活介護の前年度利用実績に

基づくものであります。

２目地域密着型介護サービス給付費で対前年比２，０８５万１，０００円の減は、認知

症対応型通所介護の前年度利用実績に基づくものであります。

３目施設介護サービス給付費で対前年比５，７３８万３，０００円の減は、介護療養型

医療施設の前年度利用実績に基づくものであります。

３９２ページをお開き願います。４款地域支援事業費、１項２目介護予防ケアマネジメ

ント事業費でアンダーラインを付しております介護予防ケアマネジメント事業費負担金７

８８万６，０００円は、地域包括支援センターが行う要支援者等に対する総合事業のケア

プラン作成等の経費について請求事務の効率化を図るため、令和３年度より給付費と同様

に審査支払い事務を国保連合会へ委託することに伴う負担金であります。

３９６ページをお開き願います。３項１目包括的支援事業費でアンダーラインを付して

おります地域包括支援センター分備品負担金２４５万７，０００円は、本年度より地域包
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括支援センターを市役所新庁舎に配置するためのデスク、ロッカーなどの備品購入に伴う

一般会計への負担金であり、国、道補助金の対象となるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては３５１ページの総括でご説明申し上げま

す。１款保険料は３億３，２００万円で、対前年比２，７８７万８，０００円の増であり、

保険料基準額の改定によるものであります。

２款分担金及び負担金は１２２万８，０００円で、対前年比３万４，０００円の増であ

り、紙おむつ利用件数の前年度利用実績に基づく増によるものであります。

３款国庫支出金４億８，６３０万５，０００円で、対前年比２０万２，０００円の増は、

介護保険保険者努力支援交付金などの増によるものであります。

４款支払基金交付金４億９，４２６万６，０００円で、対前年比６７５万５，０００円

の減、５款道支出金２億８，５４２万円で、対前年比３７９万３，０００円の減は、保険

給付費の減に伴う負担ルール分の減によるものであります。

６款財産収入５８万２，０００円は、基金運用利息であります。

７款繰入金３億６９６万２，０００円で、対前年比４，２６１万７，０００円の減は、

保険給付費の減に伴う負担ルール分の減、介護給付費準備基金繰入金の減によるものであ

ります。

８款繰越金、９款諸収入につきましては、前年度と同額であります。

なお、予算書の４０６ページ及び４０７ページには給与費明細書を添付しておりますの

で、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 （登壇） 議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計予

算についてご説明申し上げます。

予算書の１ページをお開き願います。第２条は、業務の予定量であり、公共下水道事業

は、処理区域面積８２３ヘクタール、年間有収水量１４１万２，０００立方メートルと予

定したところであります。個別排水処理施設事業は、年間有収水量２万６，８４２立方メ

ートルと予定したところであります。主要な建設改良事業は、公共下水道整備事業５，７

１８万９，０００円、個別排水処理施設整備事業１，３５８万５，０００円と予定したと

ころであります。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であり、下水道事業収益は７億８，０５８万６，

０００円、下水道事業費用は５億４，２９１万５，０００円と定めるものであります。

２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出の予定額であり、資本的収

入は８，６９１万２，０００円、資本的支出は４億７，４０９万２，０００円と定め、資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億８，７１８万円は当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額５１１万円、当年度分損益勘定留保資金１億８，１１１万３，

０００円及び当年度利益剰余金処分額２億９５万７，０００円で補填するものであります。
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第５条は、企業債であり、下水道資本費平準化債から過疎対策事業債まで、限度額の合

計を６，１７０万円と定めるものであります。なお、起債の方法、利率及び償還の方法は、

それぞれ記載のとおりであります。

第６条は、一時借入金であり、一時借入金の限度額は３億円と定めるものであります。

３ページを御覧願います。第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、予定

支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業外費用及び特別

損失の間の流用と定めるものであります。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり、職員給与費３，

７１３万３，０００円と定めるものであります。

第９条は、他会計からの補助金であり、下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は１億７，５６７万４，０００円であるとするものであります。

第１０条は、利益剰余金の処分であり、当年度利益剰余金のうち２億９５万７，０００

円は、減債積立金として処分するものと定めるものであります。

続きまして、４ページをお開き願います。実施計画及び説明書についてご説明申し上げ

ます。なお、説明欄でアンダーラインを付してあるのは新規事業あるいは臨時事業であり

ます。初めに、収益的収入でありますが、１款下水道事業収益、１項営業収益は、前年度

より５１２万９，０００円減の４億４，４７４万８，０００円を予定したところでありま

す。内訳といたしましては、１目下水道使用料は汚水排水量の減に伴い、前年度より５７

６万９，０００円減の３億７，４０５万８，０００円、２目雨水処理負担金は雨水処理に

要する経費の増加に伴い、前年度より６４万円増の７，０６９万円を予定したところであ

ります。

次に、２項営業外収益は、前年度より３１８万１，０００円減の３億３，５８３万８，

０００円を予定したところであります。内訳といたしましては、１目受取利息及び配当金

は前年度と同額の２，０００円、２目他会計補助金は汚水処理に要する経費などの増加に

伴い、前年度より３８８万１，０００円増の１億７，５６７万４，０００円、３目長期前

受金戻入は償却資産の除却費の減に伴い、前年度より７０６万２，０００円減の１億６，

００６万１，０００円、４目雑収益は前年度と同額の１０万１，０００円を予定したとこ

ろであります。

６ページをお開き願います。次に、収益的支出でありますが、１款下水道事業費用、１

項営業費用は、前年度より４８８万円減の４億８，８５４万４，０００円を予定したとこ

ろであります。内訳といたしましては、１目管渠費は修繕費の増加などに伴い、前年度よ

り８１万１，０００円増の３，０６５万３，０００円、２目ポンプ場費は前年度より４，

０００円増の８５３万２，０００円、３目流域下水道管理費は令和３年度より水量負担単

価が１立方メートル当たり２７円から２８円に増額となったことなどによる石狩川流域下

水道組合負担金の増加に伴い、前年度より２２１万３，０００円増の６，２０４万９，０
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００円、４目個別排水処理施設費は前年度より１万円増の１，２５７万８，０００円を予

定したところであります。

８ページをお開き願います。５目総係費は固定資産台帳更新業務委託料による増加に伴

い、前年度より７４万６，０００円増の３，３５５万８，０００円、６目減価償却費は無

形固定資産の一部が減価償却を終了したことなどに伴い、前年度より１６８万１，０００

円減の３億４，１１７万４，０００円を予定したところであります。

１０ページをお開き願います。７目資産減耗費は、管渠工事において下水道管などの除

却に係る経費であり、今年度においては支出の予定がないことから皆減であります。

次に、２項営業外費用は、前年度より３９１万１，０００円減の５，３３２万１，００

０円を予定したところであります。内訳といたしましては、１目支払利息及び企業債取扱

諸費は過去に借り入れた起債の償還完了と利率見直し方式で借り入れた起債の利率低下な

どに伴い、前年度より７０９万２，０００円減の３，４８３万６，０００円、２目消費税

及び地方消費税は課税仕入れ控除額の減少に伴い、前年度より３１８万１，０００円増の

１，８４８万５，０００円を予定したところであります。

次に、３項特別損失は、前年度と同額の５万円を予定したところであります。

次に、４項予備費は、前年度と同額の１００万円を予定したところであります。

１２ページをお開き願います。次に、資本的収入でありますが、１款資本的収入、１項

企業債は、下水道資本費平準化債及び建設改良費に充てる企業債の減に伴い、前年度より

６，７７０万円減の６，１７０万円を予定したところであります。

次に、２項出資金は、企業債償還金の減に伴い、前年度より１９４万９，０００円減の

１，４２０万９，０００円を予定したところであります。

次に、３項国庫補助金は、社会資本整備総合交付金事業の減少に伴い、前年度より３，

８００万円減の９５０万円を予定したところであります。

次に、４項分担金及び負担金は、前年度より２６万３，０００円減の８８万３，０００

円を予定したところであります。内訳といたしましては、１目分担金は下水道受益者分担

金及び個別排水処理施設分担金の減に伴い、前年度より９万２，０００円減の５５万５，

０００円、２目負担金は下水道受益者負担金の減に伴い、前年度より１７万１，０００円

減の３２万８，０００円を予定したところであります。

次に、５項長期貸付金収入は、１目一般貸付金収入において水洗便所改造資金貸付け件

数減による元金収入の減に伴い、前年度より１５万円減の６２万円を予定したところであ

ります。

１４ページをお開き願います。次に、資本的支出でありますが、１款資本的支出、１項

建設改良費は、前年度より９，０００万８，０００円減の８，３７４万８，０００円を予

定したところであります。内訳といたしましては、１目公共下水道整備事業費は交付金事

業として公共下水道事業計画変更業務委託及び下水道ストックマネジメント計画策定業務
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委託、単独事業として石狩川６号幹線管渠改築工事を行うものであり、前年度より８，６

８０万円減の５，７１８万９，０００円、２目流域下水道整備事業費は北海道が実施する

流域下水道施設の工事費等の減による流域下水道整備工事負担金の減額に伴い、前年度よ

り３２８万５，０００円減の１，２９７万４，０００円、３目個別排水処理施設整備事業

費は合併処理浄化槽設置工事費の増額に伴い、前年度より７万７，０００円増の１，３５

８万５，０００円を予定したところであります。

次に、２項企業債償還金は、過去に借り入れた起債の償還完了などに伴い、前年度より

１，５３６万４，０００円減の３億８，９３４万４，０００円を予定したところでありま

す。

次に、３項長期貸付金は、前年度と同額の１００万円を予定したところであります。

１６ページ以降は財務諸表など予算に関連する資料でありますので、ご高覧をいただき、

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 私から議案第１２号 令和３年度砂川市病院事

業会計予算についてご説明申し上げます。

１ページをお開きいただきたいと存じます。第２条は、業務の予定量であり、（１）病

床数は４９８床、（２）年間患者数は入院を１３万１，６２５人、外来を２３万３，９４

２人とし、（３）１日平均患者数は入院を３６１人、外来を９６７人としたところであり

ます。（４）主要な建設改良事業は、１、医療機械器具整備事業であります。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であり、病院事業収益は１３５億６，０３６万

７，０００円、病院事業費用は１４５億８，９６６万３，０００円と定めるものでありま

す。

２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出の予定額であり、資本的収

入は１１億６，６１１万２，０００円、資本的支出は１７億４，１７９万４，０００円と

定め、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５億７，５６８万２，０００円は過

年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。

第５条は、債務負担行為であり、医療機械器具整備について令和３年度から令和４年度

までの期間で限度額を２億４，１３４万円と定めるものであります。これは、現在使用し

ている血管造影エックス線診断装置であり、平成２２年に購入し、経年により交換部品の

供給が終了するため、令和４年度の早い時期に稼働できるよう更新を図るものであります。

なお、本装置は、発注から納品、稼働まで６か月程度を要するものであります。

第６条は、企業債であり、医療機械器具整備事業の起債限度額を６億３，６５０万円と

定めるものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ記載のとおり

であります。

第７条は、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。
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３ページ、第８条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、流用することができ

る場合は、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の

間の流用と定めるものであります。

第９条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり、（１）職員給

与費７８億６，１３６万７，０００円、（２）交際費３５０万円と定めるものであります。

第１０条は、重要な資産の取得及び処分であり、取得する資産を機械備品の透析用監視

装置一式以下、記載のとおりとするものであります。

４ページをお開き願います。収益的収入でありますが、１項医業収益は７億１，１７８

万５，０００円の減額で、１目入院収益で４億８，１１８万７，０００円減額、１人当た

りの診療単価では３，２２７円増の６万５，５８５円、２目外来収益で２億２，９７６万

４，０００円減額、１人当たりの診療単価では４７２円増の１万３，９４８円、３目その

他医業収益で８３万４，０００円減額を予定したものであります。

２項医業外収益は１億３，８３６万３，０００円の増額で、２目補助金で４５８万３，

０００円の減額、６ページをお開き願います。３目負担金交付金で市からの繰入金１億２，

３８３万円増額を予定したものであります。

３項看護専門学校収益は４６８万９，０００円の増額、４項院内保育事業収益は１３０

万８，０００円の増額を予定したものであります。

８ページをお開き願います。５項特別利益は５億４７８万５，０００円の減額で、２目

退職給付引当金戻入益で令和３年度においても引当金が一定額以上積まれており、一般職

の普通負担金について退職手当組合への納付を要しないことから、戻入益の計上はされて

おりません。

１０ページをお開き願います。収益的支出でありますが、１項医業費用は２億４，３３

０万１，０００円の減額で、１目給与費で主に６節退職給付費で一般職の普通負担金につ

いて退職手当組合への納付を要しないことから２億４，１２３万５，０００円減額、１２

ページをお開き願います。２目材料費で患者数の減等に伴い９６３万７，０００円減額、

３目経費で１８５万５，０００円の減額となり、１６ページをお開き願います。４目減価

償却費で２，６００万６，０００円の増額、５目資産減耗費で７０９万４，０００円増額、

６目研究研修費で２，７３８万４，０００円減額を予定したものであります。

１８ページをお開き願います。２項医業外費用１，００９万４，０００円の減額は、主

に１目支払利息及び企業債取扱諸費で企業債利息の減に伴い７７６万円減額を予定したも

のであります。

３項看護専門学校費用は６１９万円の減額で、主に１目給与費、６節退職給付費で一般

職の普通負担金について退職手当組合への納付を要しないことから７８６万９，０００円

減額を予定したものであります。

２２ページをお開き願います。４項院内保育事業費用は９７万円の増額であります。
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５項特別損失においては１，５４５万円の増額で、２４ページをお開き願います。２目

修学資金返還免除費の増額によるものであります。

２６ページをお開き願います。資本的収入でありますが、１項企業債は医療機械器具整

備事業に係る借入れ予定額で２億７，１００万円の増額、２項投資償還金は１目長期貸付

金償還金で１８３万９，０００円の増額、３項補助金は厚生労働省、総務省が進めるオン

ライン資格確認導入に伴うもので１９０万３，０００円の増額、４項出資金は１目一般会

計出資金で国の交付税算定に基づいた市からの出資金において繰入れ基準となる企業債元

金償還金の増に伴い１，２０３万３，０００円の増額を予定したものであります。

２８ページをお開き願います。資本的支出でありますが、１項建設改良費は１目資産購

入費において透析用監視装置、重要パラメーター付多項目モニターなどの医療機械器具の

整備を図るもので２億７，７６０万８，０００円の増額、２項企業債償還金では１目元金

償還金において３，８６１万４，０００円の増額、３項投資は１目長期貸付金において看

護学生への修学資金の貸与を行うもので２９４万円の減額を予定したものであります。

３０ページ以降は財務諸表など予算に関連する資料でありますので、ご高覧いただき、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で各議案の提案説明を終わります。

◎休会の件について

〇議長 水島美喜子君 お諮りします。

３月１２日は、議案調査等のため本会議を休会にしたいと思います。このことにご異議

ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、３月１２日は休会することに決定いたしました。

◎散会宣告

〇議長 水島美喜子君 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

散会 午前１１時５３分


